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第 1 号 令 和 3 年 度 徳 島 県 一 般 会 計 予 算

令和3年度徳島県一般会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ514，701，000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（継続費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は，「第2表継続費」による。

（債務負担行為）

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第3表債務負担行為」による。

（地方債）

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第4表地方債」に

よる。

（一時借入金）

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，90，000，000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は，次のとおりと定める。

()1 各項に計上した給料，職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1号 令和3年度徳島県一般会計予算
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款 項 金 額

1 県 税 73，000，000

1 県 民 税 25，847，883

2 事 業 税 15，510，070

3 地 方 消 費 税 13，493，085

4 不 動 産 取 得 税 1，441，157

5 県 た ば こ 税 770，181

6 ゴ ル フ 場 利 用 税 221，362

7 軽 油 引 取 税 5，322，300

8 自 動 車 税 10，368，114

9 鉱 区 税 1，304

10 狩 猟 税 13，068

11 旧 法 に よ る 税 11，476

2 地 方 消 費 税 清 算 金 30，755，000

1 地 方 消 費 税 清 算 金 30，755，000

初校
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3 地 方 譲 与 税 7，980，000

1 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 6，579，000

2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 1，152，000

3 石 油 ガ ス 譲 与 税 48，000

4 自 動 車 重 量 譲 与 税 82，000

5 森 林 環 境 譲 与 税 118，000

6 航 空 機 燃 料 譲 与 税 1，000

4 地 方 特 例 交 付 金 478，000

1 地 方 特 例 交 付 金 478，000

5 地 方 交 付 税 154，000，000

1 地 方 交 付 税 154，000，000

6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 196，000

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 196，000

7 分 担 金 及 び 負 担 金 908，382

1 分 担 金 251，230

2 負 担 金 657，152

8 使 用 料 及 び 手 数 料 5，899，095

再校
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1 使 用 料 4，323，639

2 手 数 料 1，575，456

9 国 庫 支 出 金 79，939，523

1 国 庫 負 担 金 30，646，717

2 国 庫 補 助 金 47，907，917

3 委 託 金 1，384，889

10 財 産 収 入 794，138

1 財 産 運 用 収 入 517，968

2 財 産 売 払 収 入 276，170

11 寄 附 金 25，400

1 寄 附 金 25，400

12 繰 入 金 85，843，269

1 特 別 会 計 繰 入 金 64，773，454

2 基 金 繰 入 金 21，069，815

13 繰 越 金 1，000，000

1 繰 越 金 1，000，000

14 諸 収 入 17，970，193
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1 延 滞 金，加 算 金 及 び 過 料 等 83，610

2 県 預 金 利 子 700

3 公 営 企 業 貸 付 金 元 利 収 入 5，040，000

4 貸 付 金 元 利 収 入 4，233，676

5 受 託 事 業 収 入 400，810

6 収 益 事 業 収 入 2，714，396

7 雑 入 5，497，001

15 県 債 55，912，000

1 県 債 55，912，000

歳 入 合 計 514，701，000

款 項 金 額

1 議 会 費 989，876

1 議 会 費 989，876

2 総 務 費 28，322，183

1 総 務 管 理 費 13，323，522

歳 出

千円
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2 企 画 費 7，436，874

3 徴 税 費 2，722，349

4 市 町 村 振 興 費 2，044，680

5 選 挙 費 528，019

6 防 災 費 1，627，398

7 統 計 調 査 費 312，866

8 人 事 委 員 会 費 142，666

9 監 査 委 員 費 183，809

3 民 生 費 65，852，117

1 社 会 福 祉 費 47，975，196

2 児 童 福 祉 費 13，154，846

3 生 活 保 護 費 4，722，075

4 衛 生 費 46，353，718

1 公 衆 衛 生 費 9，250，445

2 環 境 衛 生 費 3，569，192

3 保 健 所 費 1，390，750

4 医 薬 費 22，670，624

再校
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5 病 院 事 業 費 9，472，707

5 労 働 費 5，086，081

1 労 政 費 3，966，529

2 職 業 訓 練 費 1，012，957

3 労 働 委 員 会 費 106，595

6 農 林 水 産 業 費 30，200，555

1 農 業 費 4，549，412

2 園 芸 費 786，999

3 畜 産 業 費 893，637

4 農 地 費 10，549，339

5 林 業 費 11，241，610

6 水 産 業 費 2，179，558

7 商 工 費 68，690，444

1 商 業 費 63，167，331

2 工 鉱 業 費 3，937，357

3 観 光 費 1，585，756

8 土 木 費 50，022，315

再校
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1 土 木 管 理 費 3，603，422

2 道 路 橋 り ょ う 費 22，589，651

3 河 川 海 岸 費 14，561，929

4 港 湾 費 3，455，735

5 都 市 計 画 費 4，099，397

6 住 宅 費 1，712，181

9 警 察 費 21，564，563

1 警 察 管 理 費 19，226，933

2 警 察 活 動 費 2，337，630

10 教 育 費 83，724，662

1 教 育 総 務 費 13，944，270

2 小 学 校 費 24，015，020

3 中 学 校 費 14，671，225

4 高 等 学 校 費 18，200，055

5 特 別 支 援 学 校 費 7，501，154

6 社 会 教 育 費 3，150，206

7 保 健 体 育 費 2，242，732

初校
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11 災 害 復 旧 費 11，434，300

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 1，845，800

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 9，488，500

3 公 用 公 共 用 施 設 災 害 復 旧 費 100，000

12 公 債 費 70，707，386

1 公 債 費 70，707，386

13 諸 支 出 金 31，602，800

1 地 方 消 費 税 清 算 金 13，278，048

2 利 子 割 交 付 金 84，965

3 配 当 割 交 付 金 610，452

4 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 645，703

5 法 人 事 業 税 交 付 金 1，199，084

6 地 方 消 費 税 交 付 金 15，414，282

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 155，156

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 100

9 環 境 性 能 割 交 付 金 215，000

10 利 子 割 精 算 金 10

初校
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14 予 備 費 150，000

1 予 備 費 150，000

歳 出 合 計 514，701，000

第2表 継 続 費

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

8 土 木 費 2 道 路 橋 り ょ う 費 色面トンネル新設事業 1，200，000 3 300，000

4 500，000

5 400，000

5 都 市 計 画 費 末広住吉高架橋上部工架設
事業

1，500，000 3 500，000

4 800，000

5 200，000

蔵本公園プールスタンド
整備事業

1，922，000 3 716，000

4 936，000

5 270，000

再校
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事 項 期 間 限 度 額

「awa臨港プロジェクト」徳島東部防災拠点施設等改修工事請負等契約 令 和 4 年 度 733，500千円

奨学金返還支援費に係る補助金 自 令和3年度
至 令和21年度 240，000千円

移住促進支援費に係る補助金 自 令和4年度
至 令和5年度 12，000千円

地方債証券の共同発行により生ずる連帯債務（共同発行市場公募地方債） 自 令和3年度
至 令和13年度

元金
1，355，000，000千円
及びこれに対する利
子相当額

東部県税局自動車税庁舎空調設備工事請負等契約 令 和 4 年 度 27，262千円

納税通知書等作成業務委託契約 令 和 4 年 度 12，048千円

徳島県青少年センター解体工事請負契約 令 和 4 年 度 1，080，000千円

徳島県蔵本公園等の管理運営協定 自 令和4年度
至 令和7年度 1，662，064千円

カヌースラロームコース設営撤去工事請負契約 令 和 4 年 度 7，000千円

徳島県立障がい者交流プラザ空調設備改修工事請負契約 令 和 4 年 度 112，500千円

公益財団法人とくしま産業振興機構の中小企業・雇用対策推進費造成事業融資損失補償契約 令 和 4 年 度

融資額
36，800，000千円

及び金利3％並びに
延滞金及び違約金年
10．95％の範囲内に
おける損失補償

第3表 債務負担行為
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新型コロナウイルス感染症対応資金の融資に対する利子補給 自 令和4年度
至 令和6年度 1，169，000千円

公益財団法人とくしま産業振興機構のとくしま経済飛躍ファンド造成事業融資損失補償契約 令 和 4 年 度

融資額 960，000千円
及び金利3％並びに
延滞金及び違約金年
10．95％の範囲内に
おける損失補償

徳島県立渦の道の塗装等補修工事請負契約 令 和 4 年 度 42，156千円

公益社団法人徳島森林づくり推進機構の株式会社日本政策金融公庫資金損失補償契約 自 令和3年度
至 令和59年度

融資額 156，713千円
に対するつぎにかか
げる損失補償
償還期限到来後10か
月の期間満了の日
（以下「損失確定
日」という。）にお
いて，株式会社日本
政策金融公庫が弁済
を受けなかった元利
金合計額（遅延損害
金を含む。）及び損
失確定日の翌日から
補償履行の日までの
利率年11％の割合に
よる金額

公益財団法人徳島県農業開発公社の農地保有合理化事業等資金損失補償契約 自 令和4年度
至 令和14年度

融資額 50，000千円
並びに延滞金及び違
約金年10．95％の範
囲内における損失補
償

基幹農道整備事業工事請負契約 令 和 4 年 度 30，000千円

広域営農団地農道整備事業工事請負契約 令 和 4 年 度 80，000千円

県営農道整備事業工事請負契約 令 和 4 年 度 10，000千円

経営体育成基盤整備事業工事請負契約 令 和 4 年 度 60，000千円

再校

１２

令和3年2月議案



農業水利施設保全対策事業工事請負契約 令 和 4 年 度 390，000千円

老朽ため池等整備事業工事請負契約 令 和 4 年 度 80，000千円

地盤沈下対策事業工事請負契約 令 和 4 年 度 80，000千円

国営付帯県営農地防災事業工事請負契約 令 和 4 年 度 50，000千円

広域漁港整備事業工事請負契約 令 和 4 年 度 100，000千円

水産物供給基盤機能保全事業工事請負契約 令 和 4 年 度 100，000千円

漁港海岸保全施設整備事業工事請負契約 令 和 4 年 度 50，000千円

徳島県土地開発公社の開発事業資金債務保証 自 令和4年度
至 令和13年度

融資額
2，500，000千円

及び金利5％の範囲
内における債務保証

徳島県土地開発公社の用地取得等契約 自 令和4年度
至 令和13年度

用地費，補償費等
2，500，000千円

及び金利5％の範囲
内の金額

道路維持作業用自動車売買契約 令 和 4 年 度 5，000千円

道路局部改良事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 70，000千円

路側整備事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 40，000千円

道路改築事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 280，000千円

緊急地方道路整備事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 1，500，000千円

交通安全対策事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 5，000千円

再校

１３

令和3年2月議案



橋りょう修繕事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 40，000千円

新駅設置検討事業業務委託契約 令 和 4 年 度 30，000千円

街路事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 300，000千円

公園整備事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 200，000千円

新浜町団地県営住宅ＰＦＩ事業契約 自 令和4年度
至 令和19年度 1，457，000千円

堰堤改良事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 50，000千円

河川特殊改良事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 15，000千円

広域河川改修事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 50，000千円

総合流域防災事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 170，000千円

地震・高潮対策河川事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 100，000千円

河川管理施設長寿命化事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 100，000千円

海岸侵食対策事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 100，000千円

津波・高潮危機管理対策緊急事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 50，000千円

海岸堤防等老朽化対策緊急事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 50，000千円

河川等災害関連事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 100，000千円

通常砂防事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 80，000千円

地すべり対策事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 80，000千円

再校

１４

令和3年2月議案



第4表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

総務管理事業 354，000 証書借入又は証券発
行（他の地方公共団
体との共同発行を含
む。）

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。企画事業 1，286，000

市町村振興事業 1，000，000

防災事業 73，000

急傾斜地崩壊対策事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 50，000千円

河川等施設災害復旧事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 1，000，000千円

県単独港湾整備事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 90，000千円

港湾改修事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 140，000千円

港湾海岸保全施設整備事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 400，000千円

港湾補修事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 90，000千円

港湾施設災害復旧事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 300，000千円

徳島東警察署等ＰＦＩ事業契約 令 和 4 年 度 1，650千円

警察署整備事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 385，104千円

自動車保管場所システム電子計算機等賃貸借契約 自 令和4年度
至 令和8年度 100，707千円

千円

三校
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社会福祉事業 241，000

公衆衛生事業 6，000

環境衛生事業 43，000

医薬事業 166，000

職業訓練事業 9，000

農業事業 15，000

農地事業 2，546，000

林業治山事業 2，540，000

水産事業 421，000

観光事業 140，000

道路橋りょう事業 9，636，000

河川海岸事業 7，392，000

港湾事業 656，000

都市計画事業 1，291，000

住宅事業 248，000

警察関係事業 533，000

教育総務事業 300，000

再校

１６
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高等学校整備事業 1，346，000

特別支援学校整備事業 177，000

社会教育事業 694，000

土木施設災害復旧事業 3，411，000

公用公共用施設災害復旧事業 88，000

臨時財政対策債 21，300，000

計 55，912，000

再校

１７
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⑱再校
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第 2 号 令和3年度徳島県用度事業特別会計予算

令和3年度徳島県用度事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ1，574，661千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 用 度 事 業 収 入 1，574，661

1 財 産 収 入 200

2 繰 越 金 114，316

3 諸 収 入 1，460，145

歳 入 合 計 1，574，661

千円

第2号 令和3年度徳島県用度事業特別会計予算

初校
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歳 出

款 項 金 額

1 用 度 事 業 費 1，574，661

1 用 度 事 業 費 1，574，661

歳 出 合 計 1，574，661

初校

千円

２０

令和3年2月議案



第 3 号 令和3年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ2，304，550千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 市 町 村 振 興 資 金 収 入 2，304，550

1 繰 越 金 1，372，063

2 諸 収 入 932，487

歳 入 合 計 2，304，550

千円

第3号 令和3年度徳島県市町村振興資金貸付金特別会計予算

初校

２１
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歳 出

款 項 金 額

1 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 2，304，550

1 市 町 村 振 興 資 金 貸 付 金 2，304，550

歳 出 合 計 2，304，550

初校

千円

２２

令和3年2月議案



第 4 号 令和3年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算

令和3年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ269，686千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 収 入 269，686

1 繰 入 金 229，534

2 諸 収 入 40，152

歳 入 合 計 269，686

千円

第4号 令和3年度徳島県都市用水水源費負担金特別会計予算

初校

２３

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 都 市 用 水 水 源 費 負 担 金 269，686

1 早明浦ダム建設事業都市用水負担金 90，102

2 正木ダム建設事業都市用水負担金 37，175

3 旧吉野川河口堰建設事業都市用水負担金 142，409

歳 出 合 計 269，686

初校

千円

２４

令和3年2月議案



第 5 号 令和3年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ288，295千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 収 入 288，295

1 繰 越 金 181，397

2 諸 収 入 106，898

歳 入 合 計 288，295

千円

第5号 令和3年度徳島県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

初校

２５
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歳 出

款 項 金 額

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 288，295

1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 288，295

歳 出 合 計 288，295

初校

千円

２６

令和3年2月議案



第 6 号 令和3年度徳島県国民健康保険事業特別会計予算

令和3年度徳島県国民健康保険事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ73，736，716千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 国 民 健 康 保 険 事 業 収 入 73，736，716

1 分 担 金 及 び 負 担 金 19，475，169

2 国 庫 支 出 金 22，575，032

3 前 期 高 齢 者 交 付 金 26，519，577

4 共 同 事 業 交 付 金 100，239

5 財 産 収 入 139

6 繰 入 金 4，926，560

千円

第6号 令和3年度徳島県国民健康保険事業特別会計予算

初校

２７
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歳 出

款 項 金 額

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 73，736，716

1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 73，736，577

2 国民健康保険財政安定化基金積立金 139

歳 出 合 計 73，736，716

7 繰 越 金 140，000

歳 入 合 計 73，736，716

初校

千円

２８

令和3年2月議案



第 7 号 令和3年度徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ1，174，802千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金収入 1，174，802

1 繰 入 金 602

2 諸 収 入 213，200

3 県 債 961，000

歳 入 合 計 1，174，802

千円

第7号 令和3年度徳島県地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金特別会計予算

初校
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歳 出

款 項 金 額

1 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金 1，174，802

1 地方独立行政法人徳島県鳴門病院資金貸付金 1，174，802

歳 出 合 計 1，174，802

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

地方独立行政法人徳島県鳴門
病院資金貸付金

961，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

初校

千円

千円

３０

令和3年2月議案



第 8 号 令和3年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算

令和3年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ127，628，571千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項，期間及び限度額は，「第2表債務負担行為」に

よる。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 収 入 127，628，571

1 使 用 料 及 び 手 数 料 3，777

2 財 産 収 入 500

3 繰 入 金 64，306，000

4 繰 越 金 14，048

千円

第8号 令和3年度徳島県中小企業・雇用対策事業特別会計予算

初校

３１

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 費 127，628，571

1 中 小 企 業 ・ 雇 用 対 策 事 業 費 127，628，571

歳 出 合 計 127，628，571

第2表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額

企業立地促進事業に係る補助金交付指令 自 令和4年度
至 令和11年度 2，000，000千円

5 諸 収 入 63，304，246

歳 入 合 計 127，628，571

初校

千円

３２

令和3年2月議案



第 9 号 令和3年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ48，566千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 中 小 企 業 近 代 化 資 金 収 入 48，566

1 繰 越 金 45，565

2 諸 収 入 3，001

歳 入 合 計 48，566

千円

第9号 令和3年度徳島県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算

初校

３３

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 48，566

1 中 小 企 業 近 代 化 資 金 貸 付 金 48，566

歳 出 合 計 48，566

初校

千円

３４

令和3年2月議案



第10号 令和3年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算

令和3年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ76，472千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 収 入 76，472

1 財 産 収 入 36，000

2 繰 越 金 40，462

3 諸 収 入 10

歳 入 合 計 76，472

千円

第10号 令和3年度徳島県徳島ビル管理事業特別会計予算

初校

３５

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 費 76，472

1 徳 島 ビ ル 管 理 事 業 費 76，472

歳 出 合 計 76，472

初校

千円

３６

令和3年2月議案



第11号 令和3年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ4，527千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 農 業 改 良 資 金 収 入 4，527

1 繰 入 金 299

2 繰 越 金 3，728

3 諸 収 入 500

歳 入 合 計 4，527

千円

第11号 令和3年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計予算

初校

３７

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 4，527

1 農 業 改 良 資 金 貸 付 金 4，527

歳 出 合 計 4，527

初校

千円

３８

令和3年2月議案



第12号 令和3年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ101，978千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 林 業 改 善 資 金 収 入 101，978

1 繰 入 金 1，975

2 繰 越 金 95，001

3 諸 収 入 5，002

歳 入 合 計 101，978

千円

第12号 令和3年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計予算

初校

３９

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 101，978

1 林 業 改 善 資 金 貸 付 金 101，978

歳 出 合 計 101，978

初校

千円

４０

令和3年2月議案



第13号 令和3年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算

令和3年度徳島県県有林県行造林事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ297，945千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 県 有 林 県 行 造 林 事 業 収 入 297，945

1 財 産 収 入 181，580

2 繰 入 金 115，448

3 繰 越 金 702

4 諸 収 入 215

歳 入 合 計 297，945

千円

第13号 令和3年度徳島県県有林県行造林事業特別会計予算

初校

４１

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 県 有 林 県 行 造 林 事 業 費 297，945

1 県 有 林 県 行 造 林 事 業 費 297，945

歳 出 合 計 297，945

初校

千円

４２

令和3年2月議案



第14号 令和3年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ80，912千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 収 入 80，912

1 繰 入 金 910

2 繰 越 金 72，036

3 諸 収 入 7，966

歳 入 合 計 80，912

千円

第14号 令和3年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算

初校

４３

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 80，912

1 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 貸 付 金 80，912

歳 出 合 計 80，912

初校

千円

４４

令和3年2月議案



第15号 令和3年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算

令和3年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ3，142，773千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 収 入 3，142，773

1 財 産 収 入 1，719，600

2 繰 入 金 220，000

3 繰 越 金 63，023

4 諸 収 入 150

千円

第15号 令和3年度徳島県公用地公共用地取得事業特別会計予算

初校

４５

令和3年2月議案



5 県 債 1，140，000

歳 入 合 計 3，142，773

歳 出

款 項 金 額

1 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 費 3，142，773

1 公 用 地 公 共 用 地 取 得 事 業 費 3，142，387

2 土 地 開 発 基 金 積 立 金 386

歳 出 合 計 3，142，773

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公共用地取得事業 1，140，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

初校

千円

千円

４６

令和3年2月議案



第16号 令和3年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算

令和3年度徳島県港湾等整備事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ4，519，349千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 港 湾 等 整 備 事 業 収 入 4，519，349

1 使 用 料 及 び 手 数 料 968，275

2 財 産 収 入 1，563，435

3 繰 入 金 810，000

4 繰 越 金 200，000

千円

第16号 令和3年度徳島県港湾等整備事業特別会計予算

初校

４７

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 港 湾 等 整 備 事 業 費 4，519，349

1 港 湾 等 整 備 事 業 費 2，542，205

2 徳島小松島港津田地区整備事業費 1，506，993

3 空 港 周 辺 整 備 事 業 費 470，151

歳 出 合 計 4，519，349

5 諸 収 入 18，639

6 県 債 959，000

歳 入 合 計 4，519，349

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

港湾等整備事業 959，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

初校

千円

千円

４８

令和3年2月議案



第17号 令和3年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算

令和3年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ140，898千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 県 営 住 宅 敷 金 等 収 入 140，898

1 財 産 収 入 198

2 繰 越 金 131，755

3 諸 収 入 8，945

歳 入 合 計 140，898

千円

第17号 令和3年度徳島県県営住宅敷金等管理特別会計予算

初校

４９

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 県 営 住 宅 敷 金 等 運 営 費 140，898

1 県 営 住 宅 敷 金 運 営 費 140，898

歳 出 合 計 140，898

初校

千円

５０

令和3年2月議案



第18号 令和3年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算

令和3年度徳島県奨学金貸付金特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ259，824千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 奨 学 金 収 入 259，824

1 財 産 収 入 1，204

2 繰 越 金 93，175

3 諸 収 入 165，445

歳 入 合 計 259，824

千円

第18号 令和3年度徳島県奨学金貸付金特別会計予算

初校

５１

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 奨 学 金 貸 付 金 259，824

1 奨 学 金 貸 付 金 259，824

歳 出 合 計 259，824

初校

千円

５２

令和3年2月議案



第19号 令和3年度徳島県証紙収入特別会計予算

令和3年度徳島県証紙収入特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ2，980，000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 証 紙 収 入 2，980，000

1 証 紙 収 入 2，279，127

2 繰 越 金 700，873

歳 入 合 計 2，980，000

千円

第19号 令和3年度徳島県証紙収入特別会計予算

初校

５３

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 繰 出 金 2，980，000

1 他 会 計 繰 出 金 2，980，000

歳 出 合 計 2，980，000

初校

千円

５４

令和3年2月議案



第20号 令和3年度徳島県公債管理特別会計予算

令和3年度徳島県公債管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ107，529，000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

（地方債）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法

は，「第2表地方債」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 公 債 管 理 収 入 107，529，000

1 繰 入 金 70，833，000

2 県 債 36，696，000

歳 入 合 計 107，529，000

千円

第20号 令和3年度徳島県公債管理特別会計予算

初校

５５

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 公 債 費 107，529，000

1 公 債 費 107，529，000

歳 出 合 計 107，529，000

第2表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

借換債 36，696，000 証書借入又は証券発行（他の地方公
共団体との共同発行を含む。）

年 5％以内 融資機関の融資条件による。ただし，必要
の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還
し，又は借換えすることができる。

初校

千円

千円
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第21号 令和3年度徳島県給与集中管理特別会計予算

令和3年度徳島県給与集中管理特別会計の予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ31，272，398千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第1表歳入歳出予算」による。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

1 給 与 振 替 収 入 31，272，398

1 給 与 振 替 収 入 31，272，398

歳 入 合 計 31，272，398

千円

第21号 令和3年度徳島県給与集中管理特別会計予算

初校

５７

令和3年2月議案



歳 出

款 項 金 額

1 給 与 費 31，272，398

1 給 与 費 31，272，398

歳 出 合 計 31，272，398

初校
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第22号 令和3年度徳島県病院事業会計予算

（総則）

第1条 令和3年度徳島県病院事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 病 床 数 790床

()2 年 間 患 者 数

入 院 205，130人

外 来 244，178人

()3 1 日 平 均 患 者 数

入 院 562人

外 来 1，009人

()4 主要な建設改良事業

病院増改築工事費 2，157，750千円

医療器械及び備品購入費 374，825千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 病 院 事 業 収 益 24，663，698千円

第1項 医 業 収 益 21，031，689千円

第2項 医 業 外 収 益 3，632，009千円

支 出

第1款 病 院 事 業 費 用 25，583，839千円

第1項 医 業 費 用 24，557，717千円

第22号 令和3年度徳島県病院事業会計予算
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第2項 医 業 外 費 用 1，026，122千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1，098，409千円は，当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額7，237千円及び過年度分損益勘定留保資金1，091，172千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 8，383，439千円

第1項 企 業 債 2，509，000千円

第2項 負 担 金 873，814千円

第3項 他会計からの借入金 5，000，000千円

第4項 補 助 金 625千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 9，481，848千円

第1項 建 設 改 良 費 2，547，754千円

第2項 企 業 債 償 還 金 1，694，094千円

第3項 他会計からの借入金償還金 5，240，000千円

（債務負担行為）

第5条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

県立中央病院ＥＲ棟整備推進事業工事請負等契約 令 和 4 年 度 2，948，000千円

（企業債）

第6条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

再校
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

病院整備事業 2，509，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

千円

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は，5，000，000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議

決を経なければならない。

()1 職 員 給 与 費 12，563，512千円

（たな卸資産の購入限度額）

第9条 たな卸資産の購入限度額は，5，690，000千円と定める。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

初校
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第23号 令和3年度徳島県電気事業会計予算

（総則）

第1条 令和3年度徳島県電気事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 供給電力量 水力発電所 329，800，000ｋＷｈ

太陽光発電所 4，665，000ｋＷｈ

()2 建設改良工事 既設設備改良工事 918，365千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益 3，998，510千円

第1項 営 業 収 益 3，989，364千円

第2項 財 務 収 益 2，873千円

第3項 事 業 外 収 益 6，273千円

支 出

第1款 事 業 費 用 3，811，122千円

第1項 営 業 費 用 3，722，909千円

第2項 財 務 費 用 2千円

第3項 事 業 外 費 用 83，211千円

第4項 特 別 損 失 2，000千円

第5項 予 備 費 3，000千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額592，381千円は，当年度分消費税及び地方消費税

第23号 令和3年度徳島県電気事業会計予算
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資本的収支調整額83，424千円及び建設改良積立金508，957千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 326，084千円

第1項 固 定 資 産 売 却 代 698千円

第2項 補 助 金 2，000千円

第3項 他会計長期貸付金等返還金 323，386千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 918，465千円

第1項 建 設 改 良 費 918，365千円

第2項 投 資 100千円

（継続費）

第5条 継続費の総額及び年割額は，次のとおりと定める。

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

1 事 業 費 用 1 営 業 費 用 日野谷発電所3号水車発電
機改良事業

461，743 3 125，663

4 310，228

5 25，852

1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 日野谷発電所3号水車発電
機改良事業

297，263 3 148，257

4 137，544

5 11，462

（債務負担行為）

再校
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第6条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

日野谷発電所法面補強事業工事請負契約 令 和 4 年 度 77，852千円

棚野ダム自動制御装置取替事業工事請負契約 令 和 4 年 度 178，562千円

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は，1，500，000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくはこれら以外の経費の金額に流用し，又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

()1 職 員 給 与 費 1，081，293千円

（たな卸資産の購入限度額）

第9条 たな卸資産の購入限度額は，10，000千円と定める。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第24号 令和3年度徳島県工業用水道事業会計予算

（総則）

第1条 令和3年度徳島県工業用水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 給水事業所数 35 吉野川北岸工業用水道 22

阿南工業用水道 13

()2 年間総給水量 67，243，950㎥ 吉野川北岸工業用水道 38，591，450㎥

阿南工業用水道 28，652，500㎥

()3 1日平均給水量 184，230㎥ 吉野川北岸工業用水道 105，730㎥

阿南工業用水道 78，500㎥

()4 建設改良工事 吉野川北岸工業用水道改良工事 623，663千円

阿南工業用水道改良工事 59，722千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益 1，276，236千円

第1項 営 業 収 益 1，218，095千円

第2項 営 業 外 収 益 58，141千円

支 出

第1款 事 業 費 用 1，225，084千円

第1項 営 業 費 用 1，171，641千円

第2項 営 業 外 費 用 53，443千円

（資本的収入及び支出）

第24号 令和3年度徳島県工業用水道事業会計予算
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第4条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額809，459千円は，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額56，880千円及び過年度分損益勘定留保資金752，579千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 57，723千円

第1項 固 定 資 産 売 却 代 447千円

第2項 そ の 他 収 入 57，276千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 867，182千円

第1項 建 設 改 良 費 683，385千円

第2項 企 業 債 償 還 金 98，611千円

第3項 他会計長期借入金償還金 85，186千円

（一時借入金）

第5条 一時借入金の限度額は，500，000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第6条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくはこれら以外の経費の金額に流用し，又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

()1 職 員 給 与 費 250，869千円

（たな卸資産の購入限度額）

第7条 たな卸資産の購入限度額は，20，000千円と定める。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第25号 令和3年度徳島県土地造成事業会計予算

（総則）

第1条 令和3年度徳島県土地造成事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 工業用地の管理事業 1，070千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益 7，899千円

第1項 営 業 収 益 7，740千円

第2項 営 業 外 収 益 159千円

支 出

第1款 事 業 費 用 1，521千円

第1項 営 業 費 用 1，520千円

第2項 営 業 外 費 用 1千円

（一時借入金）

第4条 一時借入金の限度額は，30，000千円と定める。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第25号 令和3年度徳島県土地造成事業会計予算
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第26号 令和3年度徳島県駐車場事業会計予算

（総則）

第1条 令和3年度徳島県駐車場事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 収 容 台 数 525台

()2 建 設 改 良 工 事 既設設備改良工事 26，249千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益 75，823千円

第1項 営 業 収 益 75，060千円

第2項 営 業 外 収 益 763千円

支 出

第1款 事 業 費 用 67，539千円

第1項 営 業 費 用 67，538千円

第2項 営 業 外 費 用 1千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額26，138千円は，過年度分損益勘定留保資金26，138

千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 111千円

第1項 固 定 資 産 売 却 代 111千円

支 出

第26号 令和3年度徳島県駐車場事業会計予算
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第1款 資 本 的 支 出 26，249千円

第1項 建 設 改 良 費 26，249千円

（一時借入金）

第5条 一時借入金の限度額は，300，000千円と定める。

（たな卸資産の購入限度額）

第6条 たな卸資産の購入限度額は，1，000千円と定める。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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第27号 令和3年度徳島県流域下水道事業会計予算

（総則）

第1条 令和3年度徳島県流域下水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 業務の予定量は，次のとおりとする。

()1 流 域 関 連 市 町 数 5市町

()2 年 間 総 処 理 水 量 2，415，000㎥

()3 1 日 平 均 処 理 水 量 6，616㎥

()4 主要な建設改良事業

流域下水道整備事業 80，000千円

（収益的収入及び支出）

第3条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 事 業 収 益 982，654千円

第1項 営 業 収 益 322，124千円

第2項 営 業 外 収 益 660，530千円

支 出

第1款 事 業 費 用 982，654千円

第1項 営 業 費 用 859，335千円

第2項 営 業 外 費 用 123，319千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 624，824千円

第27号 令和3年度徳島県流域下水道事業会計予算
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第1項 企 業 債 307，000千円

第2項 補 助 金 259，624千円

第3項 負 担 金 58，200千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 624，824千円

第1項 建 設 改 良 費 80，000千円

第2項 企 業 債 償 還 金 506，624千円

第3項 他会計長期借入金償還金 38，200千円

（企業債）

第5条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

流域下水道整備事業 307，000 証書借入又は証券発
行

年5％以内（ただし，利率見直し方
式で借り入れる資金について，利率
の見直しを行った後においては，当
該見直し後の利率）

融資機関の融資条件による。ただ
し，必要の生じた場合は全部若し
くは一部繰上償還し，又は借換え
することができる。

千円

（一時借入金）

第6条 一時借入金の限度額は，350，000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第7条 次に掲げる経費については，その経費の金額を，それ以外の経費の金額に流用し，又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議

決を経なければならない。

()1 職 員 給 与 費 17，488千円

（他会計からの補助金）

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は，342，648千円である。
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令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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徳 島 県 危 機 管 理 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 危 機 管 理 環 境 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 中 「 第 五 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 の 八 十 八 の 項 中 「 一 万 六 千 円 （ 」 を 「 一 万 八 千 円 （ 自 動 車 に お い て 調 理 を す る 営 業 に

係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 一 万 千 円 、 」 に 、 「 八 千 八 百 円 、 そ の 他 の 」 を 「 九 千 円 、 露 店 に よ る 」 に 、 「 一 万 七 百 円 」 を 「 一 万 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の

八 十 九 の 項 中 「 喫 茶 店 営 業 」 を 「 調 理 の 機 能 を 有 す る 自 動 販 売 機 に よ り 食 品 を 調 理 し 、 調 理 さ れ た 食 品 を 販 売 す る 営 業 」 に 、 「 九 千 六 百 円 （ 特 殊 営 業 の う ち 、

臨 時 的 季 節 的 営 業 に 係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 五 千 二 百 円 、 そ の 他 の 営 業 に 係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 六 千 四 百 円 ） 」 を 「 七 千 円 」 に 改

め 、 同 表 の 九 十 の 項 中 「 菓 子 製 造 業 」 を 「 食 肉 販 売 業 」 に 、 「 一 万 四 千 円 （ 特 殊 営 業 の う ち 、 臨 時 的 季 節 的 営 業 に 係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 七 千 七

百 円 、 そ の 他 の 営 業 に 係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 九 千 三 百 円 ） 」 を 「 一 万 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十 一 の 項 中 「 あ ん 類 製 造 業 」 を 「 魚 介 類 販 売 業 」

に 、 「 一 万 四 千 円 」 を 「 一 万 千 円 （ 特 殊 営 業 に 係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 、 七 千 円 ） 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十 二 の 項 中 「 ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業 」 を 「 魚

介 類 競 り 売 り 営 業 」 に 、 「 一 万 四 千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十 三 の 項 中 「 乳 処 理 業 」 を 「 集 乳 業 」 に 、 「 二 万 千 円 」 を 「 一 万 千 円 」 に 改 め 、 同 表

の 九 十 四 の 項 中 「 特 別 牛 乳 搾 取 処 理 業 」 を 「 乳 処 理 業 」 に 、 「 二 万 千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十 五 の 項 中 「 乳 製 品 製 造 業 」 を 「 特 別 牛 乳 搾 取 処

理 業 」 に 、 「 二 万 千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十 六 の 項 中 「 集 乳 業 」 を 「 食 肉 処 理 業 」 に 、 「 九 千 六 百 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十 七

の 項 中 「 乳 類 販 売 業 」 を 「 食 品 の 放 射 線 照 射 業 」 に 、 「 九 千 六 百 円 （ 特 殊 営 業 の う ち 、 臨 時 的 季 節 的 営 業 に 係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 五 千 二 百 円 、

そ の 他 の 営 業 に 係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 六 千 四 百 円 ） 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十 八 の 項 中 「 食 肉 処 理 業 」 を 「 菓 子 製 造 業 」 に 、 「 二 万

千 円 」 を 「 一 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 九 十 九 の 項 中 「 食 肉 販 売 業 」 を 「 ア イ ス ク リ ー ム 類 製 造 業 」 に 、 「 九 千 六 百 円 （ 特 殊 営 業 に 係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査

に あ っ て は 、 六 千 四 百 円 ） 」 を 「 一 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 の 項 中 「 食 肉 製 品 製 造 業 」 を 「 乳 製 品 製 造 業 」 に 、 「 二 万 千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表

第 二 十 八 号
徳 島 県 危 機 管 理 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 危 機 管 理 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 二 十 八 号 徳 島 県 危 機 管 理 環 境 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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の 百 一 の 項 中 「 魚 介 類 販 売 業 」 を 「 清 涼 飲 料 水 製 造 業 」 に 、 「 九 千 六 百 円 （ 特 殊 営 業 に 係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 、 六 千 四 百 円 ） 」 を 「 二 万 三 千 円 」

に 改 め 、 同 表 の 百 二 の 項 中 「 魚 介 類 せ り 売 営 業 」 を 「 食 肉 製 品 製 造 業 」 に 、 「 二 万 千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 三 の 項 中 「 魚 肉 ね り 製 品 製 造 業 」

を 「 水 産 製 品 製 造 業 」 に 、 「 一 万 六 千 円 」 を 「 一 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 四 の 項 中 「 食 品 の 冷 凍 又 は 冷 蔵 業 」 を 「 氷 雪 製 造 業 」 に 、 「 二 万 千 円 」 を 「 二 万 三

千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 五 の 項 中 「 食 品 の 放 射 線 照 射 業 」 を 「 液 卵 製 造 業 」 に 、 「 二 万 千 円 」 を 「 一 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 六 の 項 中 「 清 涼 飲 料 水 製 造 業 」

を 「 食 用 油 脂 製 造 業 」 に 、 「 二 万 千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 七 の 項 中 「 乳 酸 菌 飲 料 製 造 業 」 を 「 み そ 又 は し ょ う ゆ 製 造 業 」 に 、 「 一 万 四 千 円 」 を

「 一 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 八 の 項 中 「 氷 雪 製 造 業 」 を 「 酒 類 製 造 業 」 に 、 「 二 万 千 円 （ 特 殊 営 業 に 係 る 許 可 の 申 請 に 係 る 審 査 に あ っ て は 、 一 万 四 千 円 ） 」

を 「 一 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 九 の 項 中 「 氷 雪 販 売 業 」 を 「 豆 腐 製 造 業 」 に 、 「 一 万 四 千 円 」 を 「 一 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 十 の 項 中 「 食 用 油 脂 製 造

業 」 を 「 納 豆 製 造 業 」 に 、 「 二 万 千 円 」 を 「 一 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 十 一 の 項 中 「 マ ー ガ リ ン 又 は シ ョ ー ト ニ ン グ 製 造 業 」 を 「 麺 類 製 造 業 」 に 、 「 二 万 千
し ょ う

円 」 を 「 一 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 十 二 の 項 中 「 み そ 製 造 業 」 を 「 そ う ざ い 製 造 業 」 に 、 「 一 万 六 千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 十 三 の 項 中 「 醬

油 製 造 業 」 を 「 複 合 型 そ う ざ い 製 造 業 」 に 、 「 一 万 六 千 円 」 を 「 三 万 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 十 四 の 項 中 「 ソ ー ス 類 製 造 業 」 を 「 冷 凍 食 品 製 造 業 」 に 、 「 一 万 六

千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 十 五 の 項 中 「 酒 類 製 造 業 」 を 「 複 合 型 冷 凍 食 品 製 造 業 」 に 、 「 一 万 六 千 円 」 を 「 三 万 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 十 六 の

項 中 「 豆 腐 製 造 業 」 を 「 漬 物 製 造 業 」 に 、 「 一 万 四 千 円 」 を 「 一 万 八 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 十 七 の 項 中 「 納 豆 製 造 業 」 を 「 密 封 包 装 食 品 製 造 業 」 に 、 「 一 万 四

千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 十 八 の 項 中 「 め ん 類 製 造 業 」 を 「 食 品 の 小 分 け 業 」 に 、 「 一 万 四 千 円 」 を 「 一 万 五 千 円 」 に 改 め 、 同 表 の 百 十 九 の 項

中 「 そ う ざ い 製 造 業 」 を 「 添 加 物 製 造 業 」 に 、 「 二 万 千 円 」 を 「 二 万 三 千 円 」 に 改 め 、 同 表 中 百 二 十 の 項 及 び 百 二 十 一 の 項 を 削 り 、 百 二 十 二 の 項 を 百 二 十 の 項

と し 、 百 二 十 三 の 項 か ら 百 九 十 九 の 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 表 の 備 考 第 三 号 中 「 百 二 十 一 の 項 」 を 「 百 十 九 の 項 」 に 改 め 、 同 備 考 第 四 号 中 「 百 二 十 九 の

項 」 を 「 百 二 十 七 の 項 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 の 七 の 項 中 「 百 五 十 三 の 項 」 を 「 百 五 十 一 の 項 」 に 改 め る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 食 品 衛 生 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 及 び 経 過 措 置 に 関 す る 政 令 （ 令 和 元 年 政 令 第 百 二 十 三 号 。 以 下 「 改 正 政 令 」 と い う 。 ）

附 則 第 二 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ り 営 業 を 行 う こ と が で き る 者 が 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 最 初 に 当 該 営 業 に つ い て 食 品 衛 生 法 等 の 一 部 を 改 正 す る

法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 四 十 六 号 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ） 第 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 許 可 の 申

請 （ 改 正 政 令 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 食 品 衛 生 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 二 百 二 十 九 号 ） 第 三 十 五 条 第 二 十 六 号 及 び 第 二 十 八 号 の 営 業 の 許 可 の 申 請

を 除 く 。 ） を 行 う 場 合 に お け る 改 正 後 の 別 表 第 一 の 八 十 八 の 項 か ら 百 十 二 の 項 ま で 、 百 十 四 の 項 及 び 百 十 六 の 項 か ら 百 十 九 の 項 ま で の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

こ れ ら の 規 定 中 「 一 万 八 千 円 」 と あ る の は 「 一 万 四 千 四 百 円 」 と 、 「 七 千 円 」 と あ る の は 「 五 千 七 百 六 十 円 」 と 、 「 二 万 三 千 円 」 と あ る の は 「 一 万 八 千 九 百 円 」
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と 、 「 一 万 五 千 円 」 と あ る の は 「 一 万 二 千 六 百 円 」 と 、 同 表 の 八 十 八 の 項 中 「 一 万 千 円 」 と あ る の は 「 九 千 六 百 三 十 円 」 と 、 同 表 の 九 十 の 項 、 九 十 一 の 項 及

び 九 十 三 の 項 中 「 一 万 千 円 」 と あ る の は 「 八 千 六 百 四 十 円 」 と す る 。

提 案 理 由

食 品 衛 生 法 等 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 同 法 に 基 づ く 営 業 の 許 可 に つ い て 業 種 及 び 施 設 基 準 の 見 直 し が 行 わ れ た こ と に よ り 、 当 該 営 業 の 許 可 の 申 請 に 対 す る 審 査 の

内 容 が 高 度 化 す る こ と に 鑑 み 、 当 該 審 査 に 係 る 手 数 料 の 業 種 及 び 額 を 改 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 二 十 三 条 の 三 」 を 「 第 二 十 三 条 の 二 」 に 改 め る 。

第 二 十 三 条 の 二 を 削 る 。

第 二 十 三 条 の 三 の 見 出 し 中 「 特 定 建 築 材 料 等 」 を 「 特 定 建 築 材 料 」 に 改 め 、 同 条 中 「 又 は 石 綿 含 有 建 材 」 を 「 （ 大 気 汚 染 防 止 法 第 二 条 第 十 一 項 に 規 定 す る 特

定 建 築 材 料 を い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 を 第 二 十 三 条 の 二 と す る 。

別 表 第 十 六 そ の 十 の 4 の 表 の 備 考 第 二 項 中 「別表第1第66号の3から第66号の7まで 」 を 「別表第1第66号の4から第66号の8まで 」 に 改 め る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 改 正 後 の 徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 第 二 章 第 一 節 第 二 款 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て 十 四 日 を 経 過 す る 日 以 後 に 着 手 す る 建 設 工 事 （ 大 気 汚 染

防 止 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 二 年 法 律 第 三 十 九 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 届 出 が さ れ た 未 着 手 の 工 事 （ 以 下 単 に 「 届 出 が さ れ た 未 着 手 の 工 事 」

と い う 。 ） を 除 く 。 ） に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 着 手 し た 建 設 工 事 （ 届 出 が さ れ た 未 着 手 の 工 事 を 含 む 。 ） に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

大 気 汚 染 防 止 法 及 び 大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 二 十 九 号
徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 二 十 九 号 徳 島 県 生 活 環 境 保 全 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 魚 介 類 行 商 取 締 条 例 を 廃 止 す る 条 例

徳 島 県 魚 介 類 行 商 取 締 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 五 十 五 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

食 品 衛 生 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 魚 介 類 の 行 商 に 係 る 営 業 の 届 出 の 制 度 が 創 設 さ れ た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 魚 介 類 行 商 取 締 条 例 を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、

こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 号

徳 島 県 魚 介 類 行 商 取 締 条 例 の 廃 止 に つ い て

徳 島 県 魚 介 類 行 商 取 締 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 号 徳 島 県 魚 介 類 行 商 取 締 条 例 の 廃 止 に つ い て
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公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 （ 昭 和 六 十 年 徳 島 県 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 第 一 号 及 び 第 二 号 中 「 十 歳 」 を 「 七 歳 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

公 衆 浴 場 に お け る 衛 生 等 管 理 に 関 す る 国 の 要 領 が 改 め ら れ た こ と に 鑑 み 、 風 紀 に 必 要 な 措 置 の 基 準 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例

案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 一 号
公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 一 号 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 食 の 安 全 安 心 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 食 の 安 全 安 心 推 進 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 百 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 三 条 第 一 項 中 「 受 け て 回 収 に 着 手 し た 場 合 」 の 下 に 「 及 び 食 品 衛 生 法 第 五 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を す べ き 場 合 」 を 加 え 、 同 項 第 一 号 を 削 り 、 同

項 第 二 号 中 「 掲 げ る 」 の 下 に 「 場 合 の い ず れ か に 該 当 す る 」 を 加 え 、 同 号 を 同 項 第 一 号 と し 、 同 項 第 三 号 中 「 前 二 号 」 を 「 前 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 号 と

し 、 同 条 第 三 項 中 「 食 品 関 連 事 業 者 が 」 の 下 に 「 食 品 又 は 添 加 物 の 」 を 加 え 、 「 着 手 し た 食 品 又 は 添 加 物 が 、 」 を 「 着 手 す る 時 点 に お い て 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号

中 「 県 の 区 域 内 に 流 通 し て い な い 」 を 「 当 該 食 品 又 は 添 加 物 が 不 特 定 か つ 多 数 の 者 に 対 し て 販 売 さ れ た も の で な く 、 容 易 に 回 収 で き る 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中

「 消 費 者 に 販 売 さ れ て い な い 」 を 「 当 該 食 品 又 は 添 加 物 を 消 費 者 が 飲 食 の 用 に 供 し な い 」 に 改 め る 。

第 十 七 条 第 一 項 第 一 号 中 「 第 三 十 五 条 各 号 」 の 下 に 「 （ 第 二 号 を 除 く 。 ） 」 を 加 え る 。

第 二 十 九 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 「 第 二 号 、 第 十 号 、 第 十 二 号 、 第 十 四 号 、 第 十 五 号 及 び 第 二 十 二 号 」 を 「 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で 」 に 改 め る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 着 手 し た 食 品 又 は 添 加 物 の 自 主 的 な 回 収 に 係 る 報 告 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

食 品 衛 生 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 営 業 者 が 食 品 等 の 自 主 的 な 回 収 を 行 う 場 合 に お け る 届 出 の 制 度 が 創 設 さ れ た こ と 等 に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ

第 三 十 二 号
徳 島 県 食 の 安 全 安 心 推 進 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 食 の 安 全 安 心 推 進 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 二 号 徳 島 県 食 の 安 全 安 心 推 進 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 ふ ぐ の 処 理 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 ふ ぐ の 処 理 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 十 五 条 」 を 「 第 十 四 条 」 に 、 「 第 十 六 条 ― 第 二 十 七 条 」 を 「 第 十 五 条 」 に 、 「 第 二 十 八 条 ― 第 三 十 一 条 」 を 「 第 十 六 条 ― 第 十 九 条 」 に 、 「 第 三 十 二

条 ― 第 三 十 五 条 」 を 「 第 二 十 条 ― 第 二 十 二 条 」 に 、 「 第 三 十 六 条 ― 第 三 十 九 条 」 を 「 第 二 十 三 条 ― 第 二 十 六 条 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 三 号 中 「 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 従 事 す る 者 と し て 」 を 削 り 、 同 条 第 五 号 中 「 と し て 第 十 六 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け た 者 」 を 削 り 、 同 条 第 六 号 中

「 業 と し て 食 用 の ふ ぐ の 処 理 を 行 う 施 設 」 を 「 食 品 衛 生 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 八 年 政 令 第 二 百 二 十 九 号 ） 第 三 十 五 条 第 一 号 に 規 定 す る 飲 食 店 営 業 、 同 条 第 四 号 に

規 定 す る 魚 介 類 販 売 業 、 同 条 第 十 六 号 に 規 定 す る 水 産 製 品 製 造 業 、 同 条 第 二 十 六 号 に 規 定 す る 複 合 型 そ う ざ い 製 造 業 又 は 同 条 第 二 十 八 号 に 規 定 す る 複 合 型 冷 凍

食 品 製 造 業 の 営 業 で あ っ て 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ） 第 五 十 五 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た も の の 施 設 の う ち 、 食 品 衛 生 法 施 行 条 例 （ 平 成 十

二 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） 第 三 条 の 規 定 に よ り そ の 例 に よ る こ と と さ れ る 食 品 衛 生 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 三 年 厚 生 省 令 第 二 十 三 号 ） 別 表 第 二 十 一 第 二 号 イ か

ら ハ ま で に 掲 げ る 要 件 （ 同 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 緩 和 し 、 又 は 適 用 し な い こ と と し た も の を 除 く 。 ） を 満 た す も の 」 に 改 め 、 同 条 第 七 号 中 「 第 二 十 八 条 」 を

「 第 十 六 条 」 に 改 め る 。

第 四 条 中 「 第 十 五 条 第 二 項 」 を 「 第 十 四 条 第 二 項 」 に 、 「 、 第 八 条 第 一 号 、 第 十 六 条 第 二 項 第 二 号 、 第 二 十 四 条 第 一 項 及 び 第 二 十 六 条 第 一 項 第 三 号 」 を 「 及

び 第 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

第 五 条 第 一 項 中 「 第 十 五 条 第 一 項 第 二 号 を 除 き 、 」 を 削 り 、 同 条 第 二 項 中 「 第 九 条 」 を 「 第 八 条 」 に 改 め る 。

第 七 条 中 「 知 識 及 び 技 能 」 を 「 ふ ぐ の 種 類 の 鑑 別 に 関 す る 知 識 及 び 有 毒 部 位 を 除 去 す る 技 術 等 」 に 改 め る 。

第 八 条 を 削 る 。

第 三 十 三 号
徳 島 県 ふ ぐ の 処 理 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 ふ ぐ の 処 理 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 三 号 徳 島 県 ふ ぐ の 処 理 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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第 九 条 第 一 号 中 「 第 十 五 条 第 一 項 」 を 「 第 十 四 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 八 条 と し 、 第 十 条 を 第 九 条 と し 、 第 十 一 条 か ら 第 十 四 条 ま で を 一 条 ず つ 繰 り 上 げ

る 。
第 十 五 条 第 一 項 中 第 二 号 を 削 り 、 第 三 号 を 第 二 号 と し 、 同 項 第 四 号 中 「 第 九 条 第 二 号 」 を 「 第 八 条 第 二 号 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 三 号 と し 、 同 項 に 次 の 一 号

を 加 え る 。

四 食 用 の ふ ぐ の 処 理 に 関 し 、 食 中 毒 そ の 他 の 衛 生 上 重 大 な 事 故 を 発 生 さ せ た 場 合

第 十 五 条 を 第 十 四 条 と す る 。

第 十 六 条 か ら 第 二 十 三 条 ま で を 削 る 。

第 二 十 四 条 第 一 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

ふ ぐ 処 理 業 者 は 、 ふ ぐ 処 理 施 設 に 専 任 の ふ ぐ 処 理 師 を 置 か な け れ ば な ら な い 。

第 二 十 四 条 第 四 項 中 「 第 十 四 条 第 一 項 第 三 号 」 を 「 第 十 三 条 第 一 項 第 三 号 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 を 削 り 、 第 四 章 中 同 条 を 第 十 五 条 と す る 。

第 二 十 五 条 か ら 第 二 十 七 条 ま で を 削 る 。

第 二 十 八 条 中 「 第 五 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め 、 「 受 け て 」 の 下 に 「 食 品 衛 生 法 施 行 令 第 三 十 五 条 第 四 号 に 規 定 す る 」 を 加 え 、 「 魚 介 類 せ

り 売 営 業 」 を 「 同 条 第 五 号 に 規 定 す る 魚 介 類 競 り 売 り 営 業 」 に 改 め 、 第 五 章 中 同 条 を 第 十 六 条 と す る 。

第 二 十 九 条 を 第 十 七 条 と し 、 第 三 十 条 を 第 十 八 条 と し 、 第 五 章 中 同 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

（ 廃 業 等 の 届 出 ）

第 十 九 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た と き は 、 当 該 各 号 に 定 め る 者 は 、 当 該 該 当 す る こ と と な っ た 日 か ら 十 日 以 内 に 知 事 に そ の

旨 を 届 け 出 る と と も に 、 届 出 済 証 を 返 納 し な け れ ば な ら な い 。

一 ふ ぐ 卸 売 業 者 が 死 亡 し 、 又 は 失 踪 の 宣 告 を 受 け た 場 合 同 居 の 親 族 そ の 他 の 同 居 者

二 ふ ぐ 卸 売 業 者 が 法 人 で あ っ て 、 そ の 法 人 が 合 併 に よ り 消 滅 し た 場 合 そ の 法 人 を 代 表 す る 役 員 で あ っ た 者

三 ふ ぐ 卸 売 業 者 に つ い て 破 産 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 そ の 破 産 管 財 人

四 ふ ぐ 卸 売 業 者 が 法 人 で あ っ て 、 そ の 法 人 が 合 併 及 び 破 産 手 続 開 始 の 決 定 以 外 の 理 由 に よ り 解 散 し た 場 合 そ の 清 算 人

五 ふ ぐ 卸 売 業 を 廃 止 し た 場 合 ふ ぐ 卸 売 業 者 で あ っ た 個 人 又 は ふ ぐ 卸 売 業 者 で あ っ た 法 人 を 代 表 す る 役 員

第 三 十 一 条 及 び 第 三 十 二 条 を 削 り 、 第 六 章 中 第 三 十 三 条 を 第 二 十 条 と す る 。

第 三 十 四 条 第 四 号 中 「 第 十 条 第 一 項 」 を 「 第 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 中 「 第 十 条 第 二 項 」 を 「 第 九 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 六 号 中 「 第 十 二 条 第 一

項 」 を 「 第 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 七 号 か ら 第 九 号 ま で を 削 り 、 同 条 を 第 二 十 一 条 と し 、 第 三 十 五 条 を 第 二 十 二 条 と す る 。
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第 三 十 六 条 第 二 号 中 「 第 十 条 第 一 項 」 を 「 第 九 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 か ら 第 六 号 ま で を 削 り 、 第 七 章 中 同 条 を 第 二 十 三 条 と す る 。

第 三 十 七 条 第 二 号 中 「 第 十 四 条 第 一 項 」 を 「 第 十 三 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 第 三 号 中 「 第 二 十 四 条 第 二 項 」 を 「 第 十 五 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 条 第 四 号 を 削 り 、

同 条 を 第 二 十 四 条 と す る 。

第 三 十 八 条 第 一 号 を 削 り 、 同 条 第 二 号 中 「 第 二 十 四 条 第 三 項 」 を 「 第 十 五 条 第 三 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 一 号 と し 、 同 条 第 三 号 中 「 第 二 十 八 条 」 を 「 第 十

六 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 二 号 と し 、 同 条 第 四 号 中 「 第 三 十 三 条 第 一 項 」 を 「 第 二 十 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 条 第 三 号 と し 、 同 条 を 第 二 十 五 条 と し 、 第

三 十 九 条 を 第 二 十 六 条 と す る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

2 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 第 五 条 第 一 項 の 免 許 を 受 け て い る 者 に 対 す る 当 該 免 許 の 取 消 し に 関 し て は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 生 じ た 事 由 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

3 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 第 十 六 条 第 一 項 の 登 録 を 受 け て ふ ぐ 処 理 業 を 行 っ て い る 者 は 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 当 該 登 録 に 係 る 有 効 期 間 の 満 了 の

日 ま で の 間 は 、 な お 従 前 の 例 に よ り 当 該 ふ ぐ 処 理 業 を 行 う こ と が で き る 。

4 こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 及 び 前 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 に お け る こ の 条 例 の 施 行 後 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い

て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

食 品 衛 生 法 等 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 ふ ぐ を 処 理 す る 営 業 に つ い て 、 公 衆 衛 生 上 必 要 な 措 置 に 関 す る 基 準 が 厚 生 労 働 省 令 で 定 め ら れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を

行 う 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

様 式 中 「 且 つ 」 を 「 か つ 」 に 、 「 、 公 正 に 」 を 「 公 正 に 」 に 改 め 、 「 印 」 を 削 り 、 同 様 式 を 別 記 様 式 と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

業 務 の 効 率 化 に 資 す る た め 、 宣 誓 書 に お け る 押 印 を 不 要 と す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 四 号
職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 四 号 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 の 表 三 十 七 の 項 中 「 牟 岐 町 」 を 「 牟 岐 町 美 波 町 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

地 方 自 治 法 の 規 定 に よ る 市 町 村 の 長 と の 協 議 に 基 づ き 、 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 一 部 を 市 町 村 が 処 理 す る こ と と す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提

出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 五 号
徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 五 号 徳 島 県 の 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 及 び 徳 島 県 控 除 対 象 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 の 二 第 一 項 及 び 第 二 項 中 「 第 十 条 第 三 項 」 を 「 第 十 条 第 四 項 」 に 改 め る 。

第 二 十 一 条 第 一 項 中 「 （ 法 第 五 十 四 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 書 類 に あ っ て は 、 既 に 当 該 書 類 を 提 出 し て い る 場 合 で あ っ て そ の 内 容 に 変 更 が な い と き は 、

そ の 旨 を 記 載 し た 書 類 ） 」 を 削 る 。

別 表 中 「 第 四 項 及 び 」 の 下 に 「 第 五 項 並 び に 」 を 加 え る 。

（ 徳 島 県 控 除 対 象 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 徳 島 県 控 除 対 象 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 一 項 第 七 号 中 「 こ れ 」 を 「 当 該 書 類 （ イ に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 こ れ ら に 記 載 さ れ た 事 項 中 、 個 人 の 住 所 又 は 居 所 に 係 る 記 載 の 部 分 を 除 い た も

の ） 」 に 改 め る 。

第 十 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

4 控 除 対 象 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は 、 前 項 の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 事 業 報 告 書 等 又 は 役 員 名 簿 を 閲 覧 さ せ る と き は 、 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら に

第 三 十 六 号
特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 及 び 徳 島 県 控 除 対 象 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 の

一 部 改 正 に つ い て

特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 及 び 徳 島 県 控 除 対 象 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 六 号 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 及 び 徳 島 県 控 除 対 象 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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記 載 さ れ た 事 項 中 、 個 人 の 住 所 又 は 居 所 に 係 る 記 載 の 部 分 を 除 く こ と が で き る 。

第 十 三 条 第 一 項 中 「 書 類 （ 」 の 下 に 「 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 資 産 の 譲 渡 等 に 係 る 事 業 の 料 金 、 条 件 そ の 他 そ の 内 容 に 関 す る 事 項 以 外 の 事 項

を 記 載 し た 書 類 に 限 る 。 」 を 加 え 、 同 項 に 次 の た だ し 書 を 加 え る 。

た だ し 、 前 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 既 に 知 事 に 提 出 さ れ て い る 当 該 書 類 の 内 容 に 変 更 が な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

第 十 四 条 中 「 第 三 条 第 一 項 （ 第 九 条 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 申 出 書 、 」 を 削 り 、 「 こ れ を 」 を 「 こ れ ら の 書 類 （ 第 三 条 第 二 項 第 五 号 及 び 第

六 号 （ こ れ ら の 規 定 を 第 九 条 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 掲 げ る 書 類 、 役 員 名 簿 、 第 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 書 類 並 び に 事 業 報 告

書 等 に つ い て は 、 こ れ ら に 記 載 さ れ た 事 項 中 、 個 人 の 住 所 又 は 居 所 に 係 る 記 載 の 部 分 を 除 い た も の ） を 」 に 改 め る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 六 月 九 日 か ら 施 行 す る 。

2 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 徳 島 県 控 除 対 象 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 指 定 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 開 始 す

る 事 業 年 度 に お い て 提 出 す べ き 書 類 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 に お い て 提 出 す べ き 書 類 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

提 案 理 由

特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 書 類 の 閲 覧 等 の 請 求 が あ っ た 場 合 に そ の 対 象 と な る 書 類 か ら 役 員 の 住 所 等 に 係 る 記 載 の 部 分

が 除 外 さ れ る こ と 等 に 鑑 み 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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徳 島 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に よ る ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に よ る ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 十 二 条 中 「 特 別 支 援 学 校 」 を 「 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 八 年 政 令 第 三 百 七 十 九 号 。 以 下 「 政 令 」 と い う 。 ）

第 五 条 第 一 号 に 掲 げ る も の 」 に 改 め る 。

第 三 十 三 条 中 「 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 八 年 政 令 第 三 百 七 十 九 号 ） 」 を 「 政 令 」 に 、 「 第 二 条 第 十 九 号 」 を 「 第

二 条 第 二 十 一 号 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 特 別 特 定 建 築 物 の 範 囲 が 拡 大 し た こ と 等 に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。

こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 七 号
徳 島 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に よ る ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に よ る ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 七 号 徳 島 県 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン に よ る ま ち づ く り の 推 進 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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徳 島 県 立 男 女 共 同 参 画 交 流 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 立 男 女 共 同 参 画 交 流 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 八 年 徳 島 県 条 例 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

徳 島 県 立 男 女 共 同 参 画 総 合 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例

第 一 条 中 「 相 談 等 」 を 「 総 合 的 な 支 援 」 に 改 め 、 「 に よ り 、 」 の 下 に 「 女 性 の 活 躍 を は じ め と す る 」 を 加 え 、 「 徳 島 県 立 男 女 共 同 参 画 交 流 セ ン タ ー 」 を 「 徳 島

県 立 男 女 共 同 参 画 総 合 支 援 セ ン タ ー 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 六 号 中 「 研 修 室 」 を 「 会 議 室 」 に 改 め る 。

第 五 条 第 一 項 の 表 中 「 研 修 室 一 、 研 修 室 二 」 を 「 会 議 室 」 に 改 め る 。

第 六 条 第 一 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

区 分 供 用 時 間

ホ ー ル 午 前 九 時 か ら 午 後 九 時 ま で

会 議 室 午 前 九 時 か ら 午 後 八 時 ま で

そ の 他 の 施 設 午 前 十 時 か ら 午 後 六 時 ま で

第 三 十 八 号
徳 島 県 立 男 女 共 同 参 画 交 流 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 立 男 女 共 同 参 画 交 流 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 八 号 徳 島 県 立 男 女 共 同 参 画 交 流 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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１０１

令和3年2月議案



別 表 中 「 �
� 午 前 九 時 か ら

正 午 ま で �
�

」 、
「

�
� 午 後 一 時 か ら

午 後 五 時 ま で �
�

」 及 び
「

�
� 午 後 六 時 か ら

午 後 九 時 ま で �
�

」 を 削 り 、
「 研 修 室 一 三 、 一 六 〇 円 四 、 二 九 〇 円 三

研 修 室 二 一 、 八 六 〇 円 二 、 五 一 〇 円 一

、 三 三 〇 円

、 九 四 〇 円 」
を 「 会 議 室 （ 一 室 に つ き ） 九 、 一 七 〇 円 九 、 一 七 〇 円 九 、 一 七 〇 円 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 中 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 を 第

二 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

1 「 午 前 」 と は 午 前 九 時 か ら 正 午 ま で の 間 を 、 「 午 後 」 と は 午 後 一 時 か ら 午 後 五 時 （ 会 議 室 に あ っ て は 、 午 後 四 時 ） ま で の 間 を 、 「 夜 間 」 と は 午 後 六 時 か

ら 午 後 九 時 ま で （ 会 議 室 に あ っ て は 、 午 後 五 時 か ら 午 後 八 時 ま で ） の 間 を い う 。

別 表 の 備 考 に 次 の 二 項 を 加 え る 。

4 会 議 室 を 時 間 外 （ 午 前 、 午 後 及 び 夜 間 以 外 の 時 間 を い う 。 ） に 利 用 す る 場 合 の 使 用 料 の 額 は 、 一 室 一 時 間 に つ き 三 千 八 十 円 と す る 。 た だ し 、 第 二 項 の

規 定 に 該 当 す る 場 合 に お け る そ れ ぞ れ の 区 分 の 間 の 時 間 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

5 会 議 室 の 床 面 積 の 二 分 の 一 を 利 用 す る 場 合 の 使 用 料 の 額 は 、 こ の 表 並 び に 第 二 項 及 び 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 表 の 区 分 に 応 じ た 使 用 料 の 額 並 び に

第 二 項 及 び 前 項 の 規 定 を 適 用 し て 算 出 し た 使 用 料 の 額 に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 に 十 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 当 該 端 数 を 切 り 捨 て て 得 た

額 ） と す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

女 性 の 活 躍 を は じ め と す る 男 女 共 同 参 画 が 確 立 さ れ た 社 会 の 形 成 に 資 す る た め 、 徳 島 県 立 男 女 共 同 参 画 交 流 セ ン タ ー の 更 な る 支 援 機 能 の 充 実 を 図 る と と も

に 、 当 該 施 設 の 名 称 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

三校
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徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 （ 平 成 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 を 次 の よ う に 改 め る 。

別 表 第 一 （ 第 四 条 関 係 ）

区 分 単 位

金 額

常 設 展 企 画 展

個 人 団 体 （ 二 十 人 以 上 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） 個 人 団 体

博 物 館 資 料 小 ・ 中 学 生 一 人 一 回 一 ○ ○ 円 八 ○ 円

知 事 が そ の 都 度 定 め る 額

高 校 ・ 大 学 生 等 一 人 一 回 二 ○ ○ 円 一 六 ○ 円

一 般 一 人 一 回 四 ○ ○ 円 三 二 ○ 円

美 術 館 資 料

及 び 鳥 居 記

念 館 資 料

小 ・ 中 学 生 一 人 一 回 五 ○ 円 四 ○ 円

高 校 ・ 大 学 生 等 一 人 一 回 一 ○ ○ 円 八 ○ 円

一 般 一 人 一 回 二 ○ ○ 円 一 六 ○ 円

備 考 「 小 ・ 中 学 生 」 と は 小 学 校 の 児 童 及 び 中 学 校 の 生 徒 並 び に こ れ ら に 準 ず る 者 を 、 「 高 校 ・ 大 学 生 等 」 と は 高 等 学 校 の 生 徒 並 び に 高 等 専 門 学 校 及 び 大 学

第 三 十 九 号
徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 九 号 徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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の 学 生 並 び に こ れ ら に 準 ず る 者 を 、 「 一 般 」 と は 小 ・ 中 学 生 及 び 高 校 ・ 大 学 生 等 以 外 の 者 （ 学 齢 に 達 し な い 者 を 除 く 。 ） を い う 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

徳 島 県 文 化 の 森 総 合 公 園 文 化 施 設 の 県 民 の 文 化 活 動 の 拠 点 と し て の 活 性 化 を 図 る た め 、 徳 島 県 立 博 物 館 の 常 設 展 を 一 新 す る こ と に 伴 い 、 そ の 観 覧 料 の 額 を 改

め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

三校
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徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例

徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 （ 昭 和 五 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 六 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

特 定 地 域 企 業 立 地 資 金 貸 付 事 業 等 が 終 了 し た こ と に 伴 い 、 徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 を 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 号

徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 の 廃 止 に つ い て

徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 号 徳 島 県 企 業 立 地 推 進 基 金 条 例 の 廃 止 に つ い て
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徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 の 講 堂 の 項 か ら 会 議 室 の 項 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。

講 堂 午 前 二 、 一 〇 〇 円

午 後 二 、 八 一 〇 円

夜 間 二 、 五 二 〇 円

講 義 室 午 前 一 、 二 七 〇 円

午 後 一 、 六 九 〇 円

夜 間 一 、 五 二 〇 円

第 一 研 修 室 午 前 九 五 〇 円

午 後 一 、 二 七 〇 円

夜 間 一 、 一 四 〇 円

第 二 研 修 室 午 前 一 、 一 一 〇 円

午 後 一 、 四 八 〇 円

第 四 十 一 号
徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め

る 。
令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 一 号 徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て
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夜 間 一 、 三 三 〇 円

会 議 室 午 前 一 、 五 八 〇 円

午 後 二 、 一 一 〇 円

夜 間 一 、 八 九 〇 円

別 表 第 二 の 備 考 1 中 「 午 後 五 時 ま で の 間 を 」 の 下 に 「 、 「 夜 間 」 と は 午 後 六 時 か ら 午 後 九 時 ま で の 間 を 」 を 加 え 、 同 備 考 2 中 「 午 後 ま で 」 の 下 に 「 、 午 後 か

ら 夜 間 ま で 又 は 午 前 か ら 夜 間 ま で 」 を 加 え 、 同 備 考 4 中 「 額 は 」 の 下 に 「 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー の 利 用 者 の 利 便 性 の 向 上 に 資 す る た め 、 同 セ ン タ ー の 講 堂 等 の 利 用 時 間 を 延 長 す る こ と に 伴 い 、 当 該 講 堂 等 の 使 用 料

に つ い て 、 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

三校
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国 営 土 地 改 良 事 業 負 担 金 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

国 営 土 地 改 良 事 業 負 担 金 徴 収 条 例 （ 昭 和 四 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 八 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 国 が 行 な う 同 項 第 二 号 の 事 業 を 除 く 国 営 土 地 改 良 事 業 」 を 「 第 八 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 営 土 地 改 良 事 業 （ 法

第 八 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 事 業 を 除 く 。 以 下 「 国 営 土 地 改 良 事 業 」 と い う 。 ） 」 に 改 め る 。

第 二 条 中 「 （ 法 第 八 十 七 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 国 が 行 な う 同 項 第 二 号 の 事 業 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 る 。

第 四 条 第 二 項 中 「 第 八 十 八 条 第 一 項 」 を 「 第 八 十 七 条 の 五 第 一 項 」 に 、 「 災 害 復 旧 を 」 を 「 災 害 復 旧 又 は 突 発 事 故 被 害 の 復 旧 （ 以 下 「 災 害 復 旧 等 」 と い う 。 ）

を 」 に 、 「 の す べ て 」 を 「 等 の 全 て 」 に 改 め 、 「 翌 年 度 」 の 下 に 「 の 初 日 」 を 加 え る 。

第 四 条 の 二 第 一 項 中 「 一 通 に つ き 八 十 円 」 を 「 督 促 状 一 通 に つ き 郵 便 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 五 号 ） 第 六 十 七 条 第 二 項 第 三 号 に 規 定 す る 定 形 郵 便 物 の

料 金 の 額 に 相 当 す る 額 」 に 改 め る 。

別 表 中 「 国 営 吉 野 川 北 岸 土 地 改 良 事 業 」 を 「 国 営 吉 野 川 北 岸 二 期 土 地 改 良 事 業 」 に 、 「 国 営 造 成 土 地 改 良 施 設 整 備 事 業 」 を 「 国 営 か ん が い 排 水 事 業 」 に 、 「 事

業 に 」 を 「 事 業 （ 用 水 路 （ 耐 震 化 対 策 ） を 除 く 。 ） に 」 に 、 「 年 五 パ ー セ ン ト 」 を 「 土 地 改 良 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 四 年 政 令 第 二 百 九 十 五 号 ） 第 五 十 三 条 第 二 項 の

農 林 水 産 大 臣 の 定 め る 率 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

第 四 十 二 号
国 営 土 地 改 良 事 業 負 担 金 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

国 営 土 地 改 良 事 業 負 担 金 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 二 号 国 営 土 地 改 良 事 業 負 担 金 徴 収 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校

１０９

令和3年2月議案



提 案 理 由

国 営 吉 野 川 北 岸 二 期 土 地 改 良 事 業 の 施 行 に 伴 い 、 負 担 金 の 徴 収 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

再校

１１０

令和3年2月議案



徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 の 三 十 三 の 八 の 項 の 1 中 「 合 計 が 」 の 下 に 「 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 十 一 万 七 千 円 、 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 十 五

万 三 千 円 、 二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 」 を 加 え 、 同 項 の 2 中 「 合 計 が 」 の 下 に 「 千 平 方 メ ー ト ル 以 下 の と き は 二 十 九 万 九 千 円 、 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 二 千 平 方 メ

ー ト ル 以 下 の と き は 三 十 八 万 四 千 円 、 二 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え 」 を 加 え 、 同 表 の 三 十 三 の 十 三 の 項 中 「 第 二 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 四 条 第 一 項 」 に 、 「 第 三

十 条 第 一 項 第 一 号 」 を 「 第 三 十 五 条 第 一 項 第 一 号 」 に 改 め 、 同 表 の 三 十 三 の 十 四 の 項 中 「 第 三 十 条 第 二 項 （ 同 法 第 三 十 一 条 第 二 項 」 を 「 第 三 十 五 条 第 二 項 （ 同

法 第 三 十 六 条 第 二 項 」 に 改 め 、 同 表 の 三 十 三 の 十 五 の 項 中 「 第 三 十 一 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 六 条 第 一 項 」 に 、 「 第 三 十 条 第 一 項 第 一 号 」 を 「 第 三 十 五 条 第 一 項

第 一 号 」 に 改 め 、 同 表 の 三 十 三 の 十 六 の 項 中 「 第 三 十 六 条 第 一 項 」 を 「 第 四 十 一 条 第 一 項 」 に 改 め 、 同 表 の 備 考 第 七 号 中 「 第 二 十 九 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 四 条

第 一 項 」 に 改 め 、 同 備 考 第 八 号 中 「 第 二 十 九 条 第 三 項 各 号 」 を 「 第 三 十 四 条 第 三 項 各 号 」 に 改 め 、 同 備 考 第 九 号 中 「 第 三 十 一 条 第 一 項 」 を 「 第 三 十 六 条 第 一 項 」

に 改 め る 。
附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 へ の 適 合 義 務 の 対 象 と な る 建 築 物 の 範 囲 が 拡 大 さ れ た こ

第 四 十 三 号
徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 三 号 徳 島 県 県 土 整 備 関 係 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校

１１１

令和3年2月議案



と に 伴 い 、 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 適 合 性 判 定 に 係 る 手 数 料 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

再校

１１２

令和3年2月議案



徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 三 十 三 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 の 三 第 二 項 中 「 第 五 条 の 九 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 都 市 再 生 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 二 十 二 号 ） 第 六 十 二 条 の 七 第 一 項 」 を 加 え 、 「 第 六 項 ま で 」

を 「 第 七 項 ま で 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

都 市 公 園 法 施 行 令 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 鑑 み 、 都 市 公 園 に お け る 滞 在 快 適 性 等 向 上 公 園 施 設 で あ る 建 築 物 の 建 築 面 積 の 都 市 公 園 の 敷 地 面 積 に 対 す る 割 合

の 特 例 を 定 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 四 号
徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 四 号 徳 島 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校

１１３

令和3年2月議案



◯114再校

令和3年2月議案



徳 島 県 建 築 審 査 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 建 築 審 査 会 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 第 二 項 中 「 署 名 押 印 」 を 「 署 名 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

業 務 の 効 率 化 に 資 す る た め 、 徳 島 県 建 築 審 査 会 の 会 議 録 に お け る 押 印 を 不 要 と す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 五 号
徳 島 県 建 築 審 査 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 建 築 審 査 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 五 号 徳 島 県 建 築 審 査 会 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校

１１５

令和3年2月議案



◯116再校

令和3年2月議案



徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例

徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 二 号 ） は 、 廃 止 す る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 は 、 そ の 設 置 目 的 を 達 成 す る た め 、 廃 止 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 六 号
徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 条 例 の 廃 止 に つ い て

徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 六 号 徳 島 県 未 来 創 造 教 育 基 金 条 例 の 廃 止 に つ い て

三校

１１７

令和3年2月議案



◯118再校

令和3年2月議案



徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 （ 平 成 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 の 表 県 立 学 校 の 職 員 の 項 中 「 二 、 六 六 三 人 」 を 「 二 、 六 ○ 八 人 」 に 改 め 、 同 表 県 費 負 担 教 職 員 の 項 中 「 四 、 八 ○ 一 人 」 を 「 四 、 七 九 六 人 」 に 改

め る 。
附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

県 立 学 校 並 び に 市 町 村 立 の 小 学 校 及 び 中 学 校 に お け る 児 童 生 徒 数 の 変 動 等 そ の 他 学 校 教 育 を 取 り 巻 く 状 況 の 変 化 等 に 鑑 み 、 学 校 職 員 の 定 数 の 適 正 な 管 理 を 図

る た め 、 県 立 学 校 の 職 員 及 び 県 費 負 担 教 職 員 の 定 数 を 改 め る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 七 号
徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 七 号 徳 島 県 学 校 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校

１１９

令和3年2月議案



◯120再校

令和3年2月議案



徳 島 県 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

五 夜 間 学 級 業 務 手 当

第 八 条 第 二 項 中 「 又 は 」 を 「 若 し く は そ の 補 助 又 は 徳 島 県 立 し ら さ ぎ 中 学 校 の 夜 間 に お け る 事 務 若 し く は 」 に 改 め る 。

第 十 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 夜 間 学 級 業 務 手 当 ）

第 十 三 条 徳 島 県 立 し ら さ ぎ 中 学 校 の 教 育 職 員 （ 条 例 第 十 五 条 の 四 第 一 項 の 定 時 制 通 信 教 育 手 当 を 受 け る 者 を 除 く 。 ） が 、 本 務 と し て 同 校 の 夜 間 学 級 の 業 務 に

従 事 す る 場 合 に は 、 夜 間 学 級 業 務 手 当 を 支 給 す る 。

2 夜 間 学 級 業 務 手 当 の 月 額 は 、 給 料 月 額 の 百 分 の 五 （ 条 例 第 十 四 条 の 二 第 一 項 の 管 理 職 手 当 を 受 け る 者 に あ つ て は 、 百 分 の 四 ） に 相 当 す る 額 を 超 え な い 範 囲

内 に お い て 、 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 。

第 十 四 条 第 一 項 中 「 又 は 中 等 教 育 学 校 」 を 「 、 中 等 教 育 学 校 又 は 特 別 支 援 学 校 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 十 八 号
徳 島 県 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 八 号 徳 島 県 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

三校

１２１

令和3年2月議案



2 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 二 号 中 「 第 五 条 の 三 ま で 」 の 下 に 「 及 び 第 十 三 条 」 を 加 え る 。

提 案 理 由

徳 島 県 立 し ら さ ぎ 中 学 校 が 設 置 さ れ た こ と に 伴 い 、 同 校 の 教 育 職 員 に 対 し 夜 間 の 勤 務 に 応 じ た 手 当 を 支 給 す る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す

る 理 由 で あ る 。

再校

１２２

令和3年2月議案



徳 島 県 奨 学 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 奨 学 金 貸 与 条 例 （ 平 成 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 四 号 中 「 若 し く は 同 法 附 則 第 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ る 同 法 附 則 第 十 五 条 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 日 本 育 英 会 法 （ 昭

和 五 十 九 年 法 律 第 六 十 四 号 ） 第 二 十 二 条 及 び 第 二 十 三 条 の 規 定 」 を 削 る 。

第 十 条 中 「 年 七 ・ 二 五 パ ー セ ン ト 」 を 「 年 三 パ ー セ ン ト 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2 前 項 の 規 定 に よ り 延 滞 利 息 を 計 算 す る 場 合 に お い て 、 当 該 延 滞 利 息 の 合 計 額 に 百 円 未 満 の 端 数 が あ る と き 、 又 は そ の 額 の 全 額 が 千 円 未 満 で あ る と き は 、 そ

の 端 数 金 額 又 は そ の 全 額 を 切 り 捨 て る 。

附 則

1 こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

2 こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に 返 還 す べ き 日 が 到 来 し た 奨 学 金 に 係 る 延 滞 利 息 の 割 合 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

3 改 正 後 の 第 十 条 第 二 項 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 額 が 確 定 す る 延 滞 利 息 に つ い て 適 用 す る 。

提 案 理 由

市 中 金 利 が 低 迷 す る 社 会 状 況 及 び 民 法 改 正 に よ る 法 定 利 率 の 引 き 下 げ に 鑑 み 、 徳 島 県 奨 学 金 に 係 る 延 滞 利 息 の 割 合 を 改 め る 等 の 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条

例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 四 十 九 号
徳 島 県 奨 学 金 貸 与 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 奨 学 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 四 十 九 号 徳 島 県 奨 学 金 貸 与 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校

１２３

令和3年2月議案



◯124再校

令和3年2月議案



徳 島 県 公 安 委 員 会 委 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 徳 島 県 公 安 委 員 会 委 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 徳 島 県 公 安 委 員 会 委 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 遵 守 し 」 を 「 遵 守 し 、 」 に 、 「 且 つ 」 を 「 か つ 」 に 、 「 当 る 」 を 「 当 た る 」 に 改 め 、 「 印 」 を 削 る 。

（ 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 、 か つ 、 」 を 「 か つ 」 に 改 め 、 「 印 」 を 削 る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

業 務 の 効 率 化 に 資 す る た め 、 宣 誓 書 に お け る 押 印 を 不 要 と す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 号

徳 島 県 公 安 委 員 会 委 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の

一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 公 安 委 員 会 委 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 号 徳 島 県 公 安 委 員 会 委 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 及 び 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 服 務 の 宣 誓 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

三校

１２５
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◯126再校

令和3年2月議案



風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 （ 昭 和 五 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 第 二 号 イ 中 「 第 五 十 二 条 第 一 項 」 を 「 第 五 十 五 条 第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

食 品 衛 生 法 の 一 部 が 改 正 さ れ た こ と に 伴 い 、 所 要 の 整 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 五 十 一 号
風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 二 月 十 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 五 十 一 号 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 施 行 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

再校

１２７

令和3年2月議案



◯128再校

令和3年2月議案



提案理由

令和2年度農地保全に係る地すべり防止事業費に対する受益町負担金について，地すべり等防止法第31条第2項の規定により議決を経る必要がある。これ ，が

この案件を提出する理由である。

第52号

令和2年度農地保全に係る地すべり防止事業費に対する受益町負担金について

令和2年度農地保全に係る地すべり防止事業費の一部を次のとおり受益町に負担させるものとする。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

農地保全地すべり防止事

業

那 賀 町 地すべり対策事業 14，000，000 2，333，333 1／6 事業費を増額又は減額
した場合は，事業費に対
する負担金の割合に応
じ，知事は負担金を増額
又は減額することができ
る。

円 円

第52号 令和2年度農地保全に係る地すべり防止事業費に対する受益町負担金について

再校

１２９

令和3年2月議案



◯130再校

令和3年2月議案



提案理由

国営吉野川北岸二期かんがい排水事業費に対する受益市町負担金について，土地改良法第90条第10項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件

を提出する理由である。

事 業 の 名 称 負 担 市 町 負 担 金

国営吉野川北岸二期かんがい排水事
業

吉野川市，阿波市，美馬市，三好市，板野町，上板町，東みよし町 頭首工，揚水機，用水路（耐
震化対策以外）等に係る事業
費に18／300を乗じて得た額及
び用水路（耐震化対策）に係
る事業費に10／300を乗じて得
た額

第53号

国営吉野川北岸二期かんがい排水事業費に対する受益市町負担金について

国営吉野川北岸二期かんがい排水事業費の一部を次のとおり受益市町に負担させるものとする。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第53号 国営吉野川北岸二期かんがい排水事業費に対する受益市町負担金について

再校

１３１

令和3年2月議案



◯132再校

令和3年2月議案



提案理由

地方独立行政法人法第26条第1項の規定により，地方独立行政法人徳島県鳴門病院の第3期中期計画を認可するに当たり，同法第83条第3項の規定により議

決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第54号

地方独立行政法人徳島県鳴門病院第3期中期計画の認可について

別冊の地方独立行政法人徳島県鳴門病院第3期中期計画を認可する。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第54号 地方独立行政法人徳島県鳴門病院第3期中期計画の認可について

再校
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令和3年2月議案



◯134再校

令和3年2月議案



第55号

権 利 の 放 棄 に つ い て

次のとおり権利を放棄する。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

相 手 方
権 利 の 内 容 放 棄 の 理 由

住 所 氏 名

徳島県営住宅の家賃303，742円に係る債権 回 収 不 能 の た め

徳島県営住宅の家賃41，900円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃384，780円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃39，380円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃6，900円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃198，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃274，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃1，056，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃800円に係る債権 同 上

第55号 権利の放棄について

再校

１３５

令和3年2月議案



徳島県営住宅の家賃119，700円に係る債権 同 上

住宅の家賃5，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃351，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃195，526円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃32，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃384，515円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃75，100円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃11，700円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃55，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃172，900円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃273，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃1，133円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃30，100円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃5，200円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃8，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃72，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃56，700円に係る債権 同 上

再校

１３６

令和3年2月議案



徳島県営住宅の家賃52，200円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃372，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃900円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃17，700円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃243，353円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃21，900円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃95，693円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃30，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃72，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃39，693円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃355，680円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃160，100円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃56，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃135，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃37，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃56，100円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃30，300円に係る債権 同 上

再校

１３７

令和3年2月議案



徳島県営住宅の家賃16，746円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃18，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃77，966円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃1，900円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃368，006円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃469，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃3，700円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃48，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃30，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃49，680円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃154，820円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃528，361円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃598，679円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃107，326円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃59，700円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃336，893円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃18，900円に係る債権 同 上

再校

１３８

令和3年2月議案



徳島県営住宅の家賃115，140円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃178，200円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃106，377円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃104，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃129，587円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃19，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃1，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃1，131，020円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃49，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃33，200円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃51，396円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃402，600円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃59，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃107，653円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃117，820円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃104，320円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃203，000円に係る債権 同 上
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徳島県営住宅の家賃749，340円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃871，320円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃270，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃147，920円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃234，270円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃20，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃164，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃101，600円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃12，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃19，600円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃9，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃91，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃247，403円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃196，700円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃291，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃229，090円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃13，700円に係る債権 同 上
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徳島県営住宅の家賃21，483円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃90，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃395，310円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃50，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃145，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃3，729円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃88，200円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃140，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃13，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃41，490円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃105，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃18，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃25，570円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃1，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃201，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃91，080円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃109，646円に係る債権 同 上
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徳島県営住宅の家賃133，023円に係る債権 同 上

宅の家賃107，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃188，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃383，320円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃547，748円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃28，600円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃32，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃6，006円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃6，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃153円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃9，660円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃16，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃4，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃21，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃11，700円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃133，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃12，400円に係る債権 同 上
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徳島県営住宅の家賃6，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃86，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃132，398円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃106，600円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃3，929円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃216円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃165，698円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃4，220円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃13，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃10，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃14，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃8，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃85，236円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃18，340円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃246，260円に係る債権 同 上

再校

１４３

令和3年2月議案



徳島県営住宅の家賃294，600円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃21，420円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃161，090円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃25，553円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃78，700円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃142，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃15，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃29，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃146，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃35，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃185，840円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃839，850円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃1，697，625円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃35，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃117，200円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃1，476，116円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃31，700円に係る債権 同 上
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徳島県営住宅の家賃42，948円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃159，450円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃82，360円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃317，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃18，900円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃170，100円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃21，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃1，388，132円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃956，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃133，548円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃4，645円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃252，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃441，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃22，064円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃25，600円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃25，600円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃1，404，000円に係る債権 同 上

再校

１４５

令和3年2月議案



徳島県営住宅の家賃250，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃541，200円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃54，480円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃266，800円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃45，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃254，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃589，820円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃692，200円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃480，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃63，600円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃353，560円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃635，600円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃10，171円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃210，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃258，880円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃947，200円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃33，066円に係る債権 同 上
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徳島県営住宅の家賃343，540円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃515，239円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃560，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃371，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃4，900円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃39，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃13，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃700円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃31，500円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃55，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃106，000円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃530，986円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃132，834円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃363，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃495，300円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃216，100円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃16，600円に係る債権 同 上
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提案理由

権利の放棄について，地方自治法第96条第1項第10号の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

徳島県営住宅の家賃44，100円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃6，700円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃204，363円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃410，400円に係る債権 同 上

徳島県営住宅の家賃112，941円に係る債権 同 上
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第56号

権 利 の 放 棄 に つ い て

次のとおり権利を放棄する。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

相 手 方
権 利 の 内 容 放 棄 の 理 由

住 所 氏 名

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，040円に係
る債権 回 収 不 能 の た め

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用526，260円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用80円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用380円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用282，710円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用1，013，690円
に係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用8，240円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用73，320円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用4，390円に係
る債権 同 上

第56号 権利の放棄について
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徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用23，520円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用20，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用520円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用31，365円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用70円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用1，730円に係
る債権 同 上

病院事業の診療及び検査等に関する費用290円に係る 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用4，340円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用18，375円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用50，250円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用857，350円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用220円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用14，720円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用2，700円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用7，930円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用7，020円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上
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徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用42，670円に係
る債権 同 上

島県病院事業の診療及び検査等に関する費用14，040円に係
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，950円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用958，960円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用660円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用290円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用1，520円に係
る債権 同 上

の診療及び検査等に関する費用1，740円に係 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用190円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3，100円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，650円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用16，940円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用7，120円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用111，450円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用17，100円に係
る債権 同 上
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徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用290円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用130円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用4，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用10，210円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用210円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用4，340円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用59，760円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用180円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用60円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用70円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用250円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用270円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，100円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用36，850円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用250円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用4，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用320円に係る
債権 同 上
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徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用250円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用140円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用620円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，980円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用390円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用4，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用390円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用18，578円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用220円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用320円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用320円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用34，190円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用400円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用8，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用19，200円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3，000円に係
る債権 同 上
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徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用180円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用220円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用750円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用280円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用4，130円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3，060円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用320円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用25，240円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用4，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用500円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3，030円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用50円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用60円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用570円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用280円に係る
債権 同 上

再校

１５４

令和3年2月議案



徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，250円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3，900円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用250円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用56，265円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用520円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，350円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用300円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用7，540円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用280円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用60円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用22，440円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用250円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用960円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用2，730円に係
る債権 同 上
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徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用60円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用2，980円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用220円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用660円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用220円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用750円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用1，490円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用70円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用220円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用220円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用70円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用240円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用440円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用2，800円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，250円に係
る債権 同 上
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徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，250円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用220円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用230円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用53，050円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用800円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用50円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用920円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用220円に係る
債権 同 上

島県病院事業の診療及び検査等に関する費用24，640円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，400円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用11，830円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用250円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用305円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用26，270円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用660円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用6，840円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用1，610円に係
る債権 同 上
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徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3，210円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用32，100円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用480円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用1，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用220円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用4，320円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用8，420円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用305円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用790円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用1，800円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用730円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3，350円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用34，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用61円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用250円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用38，850円に係
る債権 同 上
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徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用460円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用2，790円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用230円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用380円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用9，870円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用540円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用930円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用600円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用160円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用50円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用510円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用5，696円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用9，421円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用730円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用700円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用250円に係る
債権 同 上
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徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用10，800円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用27，128円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用22，400円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用13，680円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用250円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用9，780円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用1，620円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用400円に係る
債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用80円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用3，100円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用23，821円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用11，850円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用49，120円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用6，697円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用165，815円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用254，330円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用100，370円に
係る債権 同 上

再校

１６０

令和3年2月議案



徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用186，950円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用44，820円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用24，110円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用106，200円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用57，280円に係
る債権 同 上

県病院事業の診療及び検査等に関する費用390円に係る 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用282，850円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用20，000円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用9，180円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用45，380円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用308，047円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用91，750円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用397，975円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用15，157円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用62，766円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用73円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用113円に係る
債権 同 上

再校

１６１

令和3年2月議案



提案理由

権利の放棄について，地方自治法第96条第1項第10号の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用131，798円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用73円に係る債
権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用2，069円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用18，460円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用68，580円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用141，940円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用264，140円に
係る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用1，650円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用2，730円に係
る債権 同 上

徳島県病院事業の診療及び検査等に関する費用40，130円に係
る債権 同 上

三校

１６２

令和3年2月議案



1 施 設 の 名 称 徳島県蔵本公園，徳島県鳴門総合運動公園及び徳島県立中央武道館

2 指 定 管 理 者 徳島市昭和町三丁目35番地1

公益財団法人 徳島県スポーツ協会

3 指 定 の 期 間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

提案理由

指定管理者の指定について，地方自治法第244条の2第6項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第57号

徳島県蔵本公園等の指定管理者の指定について

地方自治法第244条の2第6項の規定により，次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第57号 徳島県蔵本公園等の指定管理者の指定について

再校

１６３

令和3年2月議案



◯164再校

令和3年2月議案



1 契 約 の 目 的 当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

2 契 約 の 始 期 令和3年4月1日

3 契 約 金 額 12，571，429円を上限とする額

4 費 用 の 支 払 方 法 契約の定めるところによる。

5 契 約 の 相 手 方 徳島市城南町一丁目11番26号

堀 井 秀 知（弁護士）

提案理由

包括外部監査契約について，地方自治法第252条の36第1項の規定により議決を経る必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第58号

包括外部監査契約について

地方自治法第252条の36第1項の規定により，次のとおり包括外部監査契約を締結する。

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第58号 包括外部監査契約について

再校

１６５

令和3年2月議案



◯166再校

令和3年2月議案



記

組合と徳島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約を廃止する規約

組合と徳島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約は，廃止する。

附 則

この規約は，令和3年4月1日から施行する。

提案理由

地方公共団体の組合からの公平委員会の事務の受託を廃止することについて，地方自治法第252条の14の規定により，議決を経る必要がある。これが，この

案件を提出する理由である。

第59号

公平委員会の事務の受託の廃止に関する協議について

下記規約により，次の地方公共団体の組合からの公平委員会の事務の受託を廃止する。

組合名

関西広域連合

令 和 3 年 2 月10日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

第59号 公平委員会の事務の受託の廃止に関する協議について

三校

１６７

令和3年2月議案



◯168再校

令和3年2月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

交通事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第1号

損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第2項の規定により報告する。

令 和 3 年 2 月10日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

大阪府茨木市ほか在住 2名 183，706 令和2年8月5日 徳島市地内 令和3年2月1日

吉野川市在住 1名 754，000 令和2年8月11日 吉野川市地内 令和3年2月1日

徳島市在住 1名 42，092 令和2年9月25日 徳島市地内 令和3年2月1日

徳島市在住 1名 391，250 令和2年10月27日 那賀郡那賀町地内 令和3年2月1日

阿波市所在 1法人 94，000 令和2年9月18日 阿波市地内 令和3年2月2日

円

報告第1号 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

三校

１６９

令和3年2月議案



◯170再校

令和3年2月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

道路事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第2号

損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第2項の規定により報告する。

令 和 3 年 2 月10日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

徳島市在住 1名 285，000 令和2年8月30日 那賀郡那賀町地内
（国道195号） 令和3年1月14日

美馬市所在 1法人 600，000 令和2年9月4日 徳島市地内
（県道徳島引田線） 令和3年1月14日

三好市所在 1法人 239，000 令和2年9月18日 三好郡東みよし町地内
（県道三加茂東祖谷山線） 令和3年1月14日

三好市在住 1名 11，000 令和2年9月25日 三好市地内
（県道白地州津線） 令和3年1月14日

徳島市在住 1名 72，000 令和2年10月9日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 令和3年1月14日

徳島市在住 1名 51，000 令和2年10月9日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 令和3年1月14日

小松島市在住 1名 113，000 令和2年10月9日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 令和3年1月14日

円

報告第2号 損害賠償（道路事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

再校

１７１

令和3年2月議案



徳島市在住 1名 68，130 令和2年10月9日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 令和3年1月14日

小松島市在住 1名 73，000 令和2年10月9日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 令和3年1月14日

徳島市在住 1名 11，000 令和2年10月9日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 令和3年1月14日

徳島市在住 1名 74，000 令和2年10月9日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 令和3年1月14日

阿南市在住 1名 162，000 令和2年10月9日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 令和3年1月14日

徳島市所在 1法人 119，000 令和2年10月9日 徳島市地内
（県道徳島環状線） 令和3年1月14日

海部郡海陽町在住 1名 345，000 令和2年10月31日 海部郡海陽町地内
（県道上皆津奥浦線） 令和3年1月14日

徳島市在住 1名 241，000 令和2年11月8日 徳島市地内
（県道徳島引田線） 令和3年1月14日

那賀郡那賀町在住 1名 132，000 令和2年11月16日 那賀郡那賀町地内
（国道195号） 令和3年1月14日

再校

１７２

令和3年2月議案



損害賠償の額の決定及び和解について

捜査活動に伴う物損事故に関し，県の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定し，和解する。

報告第3号

損害賠償（捜査活動に伴う物損事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により，次のとおり専決処分したので，同条第2項の規定により報告する。

令 和 3 年 2 月10日

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

和 解 の 相 手 方 賠 償 金 額 事故発生年月日 事 故 発 生 場 所 専決処分年月日

阿南市在住 1名 83，397 令和2年10月1日 阿南市地内 令和3年2月2日

徳島市在住 1名 479，600 令和2年11月4日 徳島市地内 令和3年2月2日

名西郡石井町在住 1名 105，000 令和2年12月1日 板野郡北島町地内 令和3年2月2日

円

報告第3号 損害賠償（捜査活動に伴う物損事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

三校

１７３

令和3年2月議案



◯174再校

令和3年2月議案



初校

令和3年2月議案



初校

令和3年2月議案




